
1 

 

資料２ 

 

調布市雨水管理総合計画策定等検討委員会要綱 

 

第１ 設置 

  あらゆる関係者の協働により進める流域治水の考え方の下，気候変動の

影響を見据えた事前防災を計画的に進めるため，雨水管理総合計画の策定

等について検討を行う調布市雨水管理総合計画策定等検討委員会（以下

「委員会」という。）を置く。 

第２ 所掌事項 

  委員会は，雨水管理総合計画の策定等に必要な事項を調査検討のうえ，

雨水管理総合計画の案を作成し，市長に報告するものとする。 

第３ 構成 

  委員会は，市長が依頼し，又は任命する次の各号に掲げる者（以下「委

員」という。）１１人以内をもって組織する。 

(1)  市民 ３人以内 

(2)  有識者 ３人以内 

(3)  官公庁の職員 ２人以内 

(4)  総務部危機管理担当部長 

(5)  都市整備部長 

(6)  環境部長 

第４ 委員の任期 

  委員の任期は，市長が依頼し，又は任命した日から第１の目的を達成し

た日までとする。 

第５ 委員長及び副委員長 

  委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は，委員の中から互選する。 

３ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

４ 副委員長は，委員のうち委員長が指名する者をもって充てる。 



５ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が

欠けたときは，その職務を代理する。 

第６ 会議 

委員会は，委員長が招集する。 

２ 委員会は，委員長が必要と認めるときは，映像及び音声の送受信により

相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法により，会議

を行うことができる。 

第７ 意見の聴取等 

  委員会は，委員会の運営上必要と認めたときは，委員以外の者を委員会

に出席させ，その意見を聴き，又は資料の提出を求めることができる。 

第８ 庶務 

  委員会の庶務は，環境部下水道課において処理する。 

第９ 雑則 

  この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

 

 

附 則 

１ この要綱は，令和６年４月１日から施行する。 

２ この要綱は，令和８年３月３１日限り，その効力を失う。 


